
 

富津市国民健康保険運営協議会会議録 

 

１ 会議の名称 
平成２４年度 

第１回富津市国民健康保険運営協議会 

２ 開催日時 
 平成２４年５月２３日（水） 

   午後２時５分～午後３時００分 

３ 開催場所 富津市役所 ２階 第２委員会室 

４ 審議等事項 

 

議件 

(1)富津市国民健康保険運営協議会副会長の選

出について 

(2)富津市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例(案)について（諮問事項） 

(3)平成２４年度国民健康保険税の按分率(案)

について（諮問事項） 

 

報告事項 

(1)平成２３年度富津市国民健康保険事業特別

会計決算見込について 

 

５ 出席者 

  

委員 

杦崎兆延 渡辺早苗 飛澤三郎 鮎川和子 

山嵜智子 髙梨良勝 福原敏夫 松原和江 

   

事務局 

  佐久間清治 正司富夫 村上泰隆 島田 守

 藤嵜勉   渡邉房男 栗本聖子 吉田智一

   

６ 公開又は非公開の別 公開 ・ 一部公開 ・ 非公開 

７ 非公開の理由 
 

 

８ 傍聴人数         ０人（定員２人） 

９ 所管課 
健康福祉部 国民健康保険課 国民健康保険係 

電話 ０４３９（８０）１２７１ 

10 会議録（発言の内容）  別紙のとおり 

 



平成２４年度 第１回富津市国民健康保険運営協議会会議録 

 

 

１ 日時 平成２４年５月２３日（水）   開会 午後２時 ５分 

                     閉会 午後３時００分 

 

２ 場所 富津市役所 ２階 第二委員会室 

 

３ 出席委員 

    杦崎 兆延   （１号委員） 

    渡辺 早苗   （１号委員） 

飛澤 三郎   （１号委員） 

    鮎川 和子   （１号委員） 

    山嵜 智子   （２号委員） 

   髙梨 良勝   （３号委員） 

   福原 敏夫   （３号委員） 

    松原 和江   （３号委員） 

 

４ 欠席委員 

    高本 建基   （２号委員） 

    三枝 奈芳紀  （２号委員） 

平川 惠敏   （２号委員） 

永井 庄一郎  （３号委員） 

 

５ 議件 

  （１）富津市国民健康保険運営協議会副会長の選出について 

  （２）富津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)について 

（諮問事項） 

  （３）平成２４年度国民健康保険税の按分率(案)について（諮問事項） 

 

６ 報告事項 

  （１）平成２３年度富津市国民健康保険事業特別会計決算見込について 

 

７ その他 

平成２４年度富津市国民健康保険運営協議会委員視察研修について 

 

８ 事務局職員 

  佐久間市長 正司健康福祉部長 村上納税課長 

島田国民健康保険課長 藤嵜国民健康保険係長 

渡邉長寿医療係長 栗本特定健診推進係長 吉田主任主事 



渡邉係長 

 

 

 

 

 

 

 

髙梨会長 

 

 

 

 

 

 

 

渡邉係長 

 

 

佐久間 

市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡邉係長 

 

ただ今より、平成２４年度第１回富津市国民健康保険運営協議

会を開会させていただきます。それでは、お手許の次第により進

めさせていただきます。 

なお、富津市国民健康保険運営協議会の委員定数は、１２名で

ございます。本日、８名の委員の方に出席いただいており、その

過半数を超えておりますので運営協議会は成立いたします。 

それでは、髙梨会長よりごあいさつをお願いします。 

 

皆さん、こんにちは。 

お忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。今年度初

めての会議になるわけですが、ご承知のとおりに我々の担当して

いる国保は、いま全国でも注目をされている委員会でございまし

て、市民に皆さんの負託に応えられるように一生懸命、皆さんと

力を合わせて頑張りたいと思いますのでよろしくどうぞお願いし

ます。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、佐久間市長よりごあいさつ申し上げます。 

 

皆さん、こんにちは。 

ご多用の中を富津市国民健康保険運営協議会に出席を賜りまし

てありがとうございます。また、日頃より国民健康保険事業の運

営に深いご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、国民健康保険制度は、急速な高齢化の進展や昨今の経済

不況を受け、国保財政は極めて厳しい運営状況にあります。 

 こうした中で、今年 1 月、厚労省と全国知事会、全国市長会及

び全国町村会による「国民健康保険制度の基盤強化に関する国と

地方の協議」がなされました。 

その合意事項は、社会保障と税の一体改革により、市町村国保

に２，２００億の新たな公費を投入し、保険基盤安定制度の拡充、

財政運営の都道府県単位化を推進し、保険財政共同安定化事業の

対象医療を 1 円まで引き下げる等でございます。 

 この内容を盛り込んだ政令が、４月６日に公布され、２７年度

から実施されることとなりました。 

今後、国の情報を的確に把握し、国や県の補助金の確保を図る

とともに、医療費の適正化、抑制に鋭意努力してまいる所存でご

ざいますので、委員の皆様方のご指導、ご協力を賜わりますよう

お願い申し上げます。 

 また、本日の会議内容につきましては、議題として３議件、報

告事項として１件でございます。 

 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げましてあいさつと

いたします。 

 

続きまして、次第の４「富津市国民健康保険運営協議会委員の

紹介」でございます。健康福祉部長の正司からご紹介申し上げま
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渡邉係長 

 

 

 

 

髙梨会長 

 

 

 

 

 

 

島田課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙梨会長 

 

 

飛澤委員 

 

髙梨会長 

 

 

 

委員一同 

す。 

 

 それでは、本日出席されております、委員の方からご紹介いた

します。 

 

（委員紹介） 

 

 なお、本日は欠席されておりますが、３号委員の永井委員が新

たに委員になられましたのでご紹介いたします。 

 次に職員を紹介いたします。 

 

（職員紹介） 

 

続きまして、次第の５の議事でございます。富津市国民健康保

険条例施行規則第６条に「運営協議会の議長は会長とする。」と規

定されておりますので、議事進行は、髙梨会長にお願いしたいと

存じます。よろしくお願いします。 

 

それでは慣例に従いましてしばらくの間、議事進行させていた

だきます。 

ご案内のとおりに議件が３件、報告事項が１件と以上４項目で

ございますが、最初に、議件の（１）「富津市国民健康保険運営協

議会副会長の選出について」を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

お手許にございます資料の１ページをご覧ください。 

国民健康保険法施行令の抜粋を記載しております。第５条第１

項に「協議会に、会長 1 人を置き、公益を代表する委員のうちか

ら、全委員がこれを選挙する。」とあり、第２項に「会長に事故が

あるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を

代行する。」とありますので、副会長を公益を代表する委員の中か

ら全委員による選挙により当選人を決定していただきたいと存じ

ます。 

以上で説明を終わります。 

 

事務局の説明は終わりました。選挙といってもいろいろな方法

がありますが、如何いたしましょうか。 

 

はい。指名推薦の方法が良いと思います。 

 

ただ今、選挙の方法は、指名推薦というご意見がありましたが、

副会長の選挙は、指名推薦の方法で行うということで、ご異議ご

ざいませんか。 

 

異議なし。 
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それでは、指名推選の方法による選挙に決定されました。澤田

副会長の後任はどなたがよろしいでしょうか。 

 

はい。福原委員を副会長に推選いたします。 

 

ただ今、推選されました福原委員を副会長に指名し、当選人に

決定することで、ご異議ございませんか。 

 

異議なし。 

 

それでは異議なしと認めます。福原委員に副会長をよろしくお

願いします。 

 

それでは皆さんの推挙を受けまして副会長ということですが、

高梨会長のもとで補佐をしながら、大変厳しい国保の運営でござ

いますが、皆さんと共にこの委員会の運営をしていきたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

 

それでは、議件（２）富津市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例（案）について、諮問したいと思いますので、事務局の

説明を求めます。 

 

議件（２）の富津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

（案）について、御説明申し上げます。 

それでは、協議会資料つづりの３ページをお開きください。 

はじめに、主な改正理由について説明させていただきます。 

東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延

長の特例を設けるため、地方税法の一部を改正する法律が施行さ

れたことに伴い、富津市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の制定をお願いするものです。 

それでは、具体的な内容につきまして説明させていただきます。

今回の改正により、「滅失」の定義が、「通常の修繕によっては

現状回復できない損壊を含む。」と緩和され、東日本大震災により、

滅失したことによって、その居住の用に供することができなくな

った方について、その居住用家屋の敷地の用に供されていた土地

等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に係る譲渡期間の要件

が３年でありましたが、災害にあった日から７年を経過する日の

属する年の１２月３１日までの間に延長されました。 

 災害等の特例は、附則第５項に規定されておりましたが、附則

第１８項を追加することにより、附則第５項を読み替える規定で

あります。 

国民健康保険税に関する主なものを申し上げますと、居住用財

産の譲渡所得の特別控除額３，０００万円を７年間に延長するも

のです。また、特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所
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得の課税の特例、居住用財産の譲渡による収入金額が、買換資産

の所得価格以下である場合は、資産の譲渡はなかったものとする

などでございます。 

改正附則第１項の規定につきましては、｢富津市国民健康保険税

条例の一部を改正する条例｣の施行期日を公布の日からと定める

ものでございます。 

次に、改正附則第２項の規定につきましては、改正後の国民健

康保険税条例の規定は２４年度以後の年度分について適用し、２

３年度分までは従前の例によることを定めるものでございます。 

なお、参考ですが、近隣の３市におきましても、同様の改正を

し、６月議会に上程する予定と聞いております。 

以上で、議件（２）の富津市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例（案）についての説明を終わらさせていただきます。 

 

ただ今、事務局より説明がありましたが、諮問事項でございま

す。何かご質問ございますか。 

 

この事例というのは富津市では該当する方はいらっしゃるので

しょうか。 

 

７年に延びましたので今後富津市に転入してきた方が向こうの

譲渡をした場合には該当します。今のところありません。 

 

他に何か質問ありますか。質問もないようですので、以上で審

議事項を終了します。富津市国民健康保険税の一部改正（案）に

ついて、異議なしということでよろしいでしょうか 

 

異議なし。 

 

それでは、この旨答申いたします。 

続きまして、議件（３）平成２４年度国民健康保険税の按分率

（案）についてですが、報告事項の平成２３年度富津市国民健康

保険事業特別会計決算見込と関連がありますので、報告と併せて

説明を求めます。 

 

報告事項(１)の「平成２３年度富津市国民健康保険事業特別会

計決算見込」について、ご説明申し上げます。 

 お手許にございます、資料の３１ページをご覧ください。表の

１番左に科目、その右の(ａ)列に３月補正後の平成２３年度予算

現額、その右の(ｂ)列に平成２３年度決算見込額、更にその右に

決算見込額から予算現額の差引き額、参考としまして平成２２年

度決算額を記載し表の右半分に科目ごとの説明を記載していま

す。 

 それでは、歳入について科目ごとに決算見込額と予算現額を比

較しながらご説明申し上げます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、この決算見込額は、平成２４年４月末において捕捉して

いる内容を基に見込んで記載しております。 

 まず、国民健康保険税についてご説明申し上げます。表の中ほ

どよりやや上に国民健康保険税の計の行があり、その(ｂ)列に決

算見込額を記載しています。１９億２，７５４万８千円の決算見

込で、予算現額に対して２,６０６万８千円の増収となる見込みで

す。これは、３月補正の時点で現年度分８６．２３％、滞納繰越

分１４．１０％と想定していた収納率が現年度分は８６．４７％、

滞納繰越分は１５．８６％と見込まれ、主に滞納繰越分が２％近

く伸びることが要因でございます。 

 次に国庫支出金です。合計で１６億３１４万２千円の決算見込

で予算現額に対して９，４９８万６千円の増額となる見込みです。

これは、④の療養給付費負担金の算定係数の変動と⑦の調整交付

金のうち経営姿勢が良好である団体に交付される特別調整交付

金、いわゆる特々調の増加が主な要因でございます。 

 なお、療養給付費負担金は一般被保険者の保険給付費等の３

４％相当額が交付されるものですが、８ヶ月分の給付実績額と４

ヶ月分の給付見込額の合計額に補正係数を乗じて交付されている

ため、平成２４年度においてその精算を行います。 

 また、⑤の特定健康診査等負担金、⑧の出産育児一時金補助金

及び⑨の高齢者医療制度円滑運営事業補助金についても平成２４

年度において精算を行います。 

 次に⑩の災害臨時特例補助金です。この補助金は、東日本大震

災において被災した被保険者に対して減免した国民健康保険税及

び一部負担金の１０分の８を国が交付するものです。１０万１千

円が決算見込です。 

 次に⑪の療養給付費等交付金です。この交付金は退職被保険者

に係る保険給付費等の額から退職被保険者に係る国民健康保険税

を控除した額が社会保険診療報酬支払基金から交付されるもので

す。２億４，７０５万４千円の決算見込みです。これは、翌年度

に精算を行います。 

 次に⑫の前期高齢者交付金です。高齢被保険者の偏在による医

療保険者間の財政調整を行う目的で社会保険診療報酬支払基金か

ら交付されるものです。１５億３，３２４万円の決算見込みです。

 内容は、平成２１年度の概算交付額が過少交付だったことによ

り、平成２３年度の概算交付金１４億９７１万３千円に平成２１

年度精算額１億２，３５２万７千円を加えたものでございます。

また、この平成２３年度の概算交付金は翌々年度の平成２５年度

に精算を行うこととなっています。 

 次に県支出金です。合計で３億３，１２７万 1 千円の決算見込

で予算現額に比べ２，７４３万 1 千円の増収が見込まれます。こ

ちらにつきましては、その保険者の取組み状況によって交付され

る特別調整交付金の増収が主な要因でございます。 

 次に共同事業交付金です。これは医療費の額が３０万円を超え

る場合の８万円を超える部分の額から前期高齢者交付金相当額を



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

控除した額の５９％が千葉県国民健康保険団体連合会で行ってい

る高額療養費支払いのための再保険事業である、共同事業から交

付されるもので、予算現額に比べ４，４０８万円増の７億７，２

１０万２千円の決算見込みとなります。これは対象医療費の増加

によるものでございます。 

 次に繰入金です。予算現額の５億４，６４４万３千円に対して、

１，３１６万７千円減の５億３，３２７万６千円の決算見込みで

す。物件費繰入金及び出産育児一時金繰入金の減少が主な要因で

ございます。 

 次に繰越金です。平成２２年度からの繰越金で１億３，６２５

万円です。 

 次にその他の収入です。国民健康保険税の督促手数料、延滞金、

不当利得や第三者行為求償による保険給付費の返納金、国民健康

保険団体連合会交付金などの収入で、２，５６３万６千円の決算

見込です。 

 以上の歳入の合計で、予算現額に対しまして、２億１，６９３

万円増の７１億９５１万９千円の決算となる見込みです。 

 続きまして歳出についてご説明申し上げます。３２ページをご

覧ください。 

 まず、Ａの総務費です。これは国民健康保険を運営するための

事務費及び職員給与費で１億７，２４３万６千円の決算見込みで

す。この部分は、すべて一般会計から繰入が行われます。 

 次に保険給付費です。中ほどより下に保険給付費の計の行があ

ります。予算現額に対しまして５，７７１万９千円減の４４億３，

６５７万２千円の決算見込です。 

 これは、３月補正の時点で平成２３年１２月までの支払実績か

ら３．１６％と見込んだ被保険者 1 人当たり給付費の対前年度伸

び率が１．８３％だったことによるものです。 

 次にＧの後期高齢者支援金等は、後期高齢者医療制度を支援す

るため後期高齢者医療の保険給付費の４０％相当額を社会保険診

療報酬支払基金へ拠出するもので７億８，１５１万８千円の決算

見込となります。 

 内容は、平成２３年度の概算納付額８億４，３６３万９千円か

ら平成２１年度の超過納付額６，２２０万円を控除し、事務費７

９千円を加えたものです。また、この平成２３年度の概算納付額

は翌々年度の平成２５年度に精算することとなります。 

 次にＨの前期高齢者納付金等は、高齢被保険者の偏在による医

療保険者間の財政調整を行う前期高齢者交付金の被保険者数割の

社会保険診療報酬支払基金への拠出金で、２３２万１千円の決算

見込みです。これも、平成２１年度の精算分と平成２３年度の概

算納付分です。 

 次にⅠの老人保健拠出金は、平成２０年度に社会保険診療報酬

支払基金へ概算納付してあります拠出金の精算分で４万８千円の

決算見込みです。 

 次にＪの介護納付金は、介護保険給付費の３０％相当額を医療
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保険者として負担するために社会保険診療報酬支払基金へ拠出す

るもので３億７，５４１万５千円の決算見込みとなります。 

 内容は、平成２３年度概算納付額３億８，４９７万３千円から

平成２１年度の超過納付額９５５万８千円を控除したものでござ

います。これも、平成２３年度の概算納付額は、翌々年度の平成

２５年度に精算を行うこととなります。 

 次にＫの共同事業拠出金については、国民健康保険団体連合会

で事業運営する医療費の額が３０万円を超える場合の高額療養費

の支払いのための再保険事業である共同事業に対する拠出金で、

千葉県全体では高額医療費が減少したことや、対象医療費から控

除となる前期高齢者交付金が増額したことなどから予算現額に対

して８，４０８万２千円減の７億１，５９５万８千円の決算見込

となります。なお、拠出金の確定時期が２月中旬であるため、３

月補正には諮れず決算見込額との差引きにつきましては、８，４

００万円の減額となっております。 

 次にＬの保健事業費につきましては、特定健康診査の事業費、

短期人間ドックの助成費用及びレセプト点検などの費用で予算現

額に対して８１３万６千円減の７，０９４万３千円の決算見込み

です。 

 次にＭのその他の支出につきましては、基金積立金、過誤納国

民健康保険税の還付金、国県支出金返還金などで、予算現額に対

しまして３２９万２千円減の１億７，８６５万７千円の決算見込

みです。 

 以上の歳出を合計しまして、６７億３，３８６万８千円の決算

見込みとなり、歳入による２億１，６９３万円の増額、歳出によ

る１億５，８８７万６千円の減額から下の表にありますとおり３

億７，５６５万１千円の剰余金が生ずる見込みです。 

 なお、療養給付費等負担金などの精算のため剰余金のうち、お

よそ７，０００万円を返還の財源とする見込みであります。 

 以上で、報告事項(１)の「平成２３年度富津市国民健康保険事

業特別会計決算見込について」の説明を終わります。 

 

議件（３）平成２４年度国民健康保険税の按分率（案）につい

て説明を求めます。 

 

議件（３）平成２４年度国民健康保険税の按分率（案）につい

て説明します。資料の３０ページをご覧ください。 

国民健康保険給付費の財源ですけれども、公費負担といわれる

もの、国県の補助金が５０％、国民健康保険税で５０％をまかな

っています。療養給付費等負担金について、平成２４年度から３

２％となり、昨年まで３４％でしたので２％の減になります。こ

の２％の部分が、県調整交付金が昨年まで７％でしたので、平成

２４年度から９％になっています。これは広域化の一環というこ

とで、国から県に割り振られたものです。左の①の歳出から決め

ていきます。保険給付費、出産育児一時金、葬祭費、保健事業費
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などを見積もりまして、国及び県の補助金等を差し引き、国民健

康保険税の算出額を割り出します。被保険者の被保数、世帯数を

把握し、その所得や、固定資産税を把握します。下の表にありま

す国民健康保険税の内訳ですが、所得割、資産割、これはいわゆ

る応能割で担税能力に合わせて課税されるものです。均等割、平

等割は応益割で、これは幅広く皆様に負担していただくもので、

応能割と応益割の割合が各々５０％になるように算出します。 

次に２７ページご覧ください。 

上の平成２４年４月末で今年度の固定資産税と所得になりま

す。下の表が、１月に平成２４年度当初予算時に見込んだもので

所得割のところで平成２４年度当初予算に比べて８億１，７００

万円程減っています。これは被保険者数も減っていることもあり

ますが、やはり所得が落ち込んでいることで、当初予算との収入

見込みの差異の３，１５３万５千２６１円が当初予算時よりも見

込みが落ちています。 

２８ページの後期高齢者支援金等課税額分についても９３３万

１千８９６円の減、２９ページの介護納付金課税額についても１，

０６６万２千５５４円の減収が見込まれ、この３つの計が５，１

５２万９千７１１円の減収入の見込みです。この減収分について

は、国県補助金の獲得、滞納整理の強化で補いたいと考えていま

す。 

２６ページをご覧ください。 

平成２４年度の国民健康保険税按分率については平成２３年度

から据え置きでお願いしたい所存です。以上で、説明を終わりま

す。 

 

以上で説明が終わりましたが、これについて何か質問はござい

ますか。 

 

３２ページの平成２３年度の決算見込みの差引額が３億７千５

百万円ですけれども、この中から先ほどの説明ですと、７千万円

ぐらい返還する財源が必要であるということで、それを引いても

３億円の差引残高がでたということですね。 

また、市民の所得が減ったので、見込みよりも５千万円の収入

の減る見込みがあることで３億円から５千万円を引いても２億５

千万円が残るということで、それに対してどのように考えていま

すか。 

 

確かに２億５千万円が残りますけれども、富津市の場合、財政

調整基金の積み立てがございません。予算の中で予備費というも

のも５百万円しかありません。先ほどの説明のとおり減収が５千

万円見込まれるとういことでプラス要因がないなかで、医療費給

付費について例えばインフルエンザ等の感染症が流行った場合、

１億から２億円は消えてしまいます。 

平成２３年度決算見込みは藤嵜係長のほうから説明がありまし
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たが、平成２５年度の精算部分の関係もございます。そういうも

ののために２億５千万円は貴重な財源とういことで考えていま

す。 

 

先ほど２億５千万円はこれからの予備費で取っておくというこ

とですが、実際、市民の収入が凄く減っている訳です。当初の見

込みより減っているということは、市民が苦しんでいる訳ですか

ら、これに対して、どういう風に返していくか、保険税を下げる

方向で検討できないかということです。そういうことは考えてい

ませんか。 

 

これについては以前、厚労省からの通知が来ています。基金の

積み立てが何パーセントがよいのか。５％なのか、１０％なのか、

議論がございます。ましてや下げるというようなことになります

と、厚労省からの見解ですと保険給付費の２５％程度の基金がな

ければ引き下げることはできないとあります。富津市の場合です

と、１０億円以上なければ引き下げることができないとなります

ので、引き下げは難しいと考えます。 

 

他に何か質問ありますか。質問もないようですので平成２４年

度富津市国民健康保険税の按分率（案）について、諮問のあった

とおりとする旨、答申することでよろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

 それでは、この旨答申いたします。 

答申書の書面については、私に一任いただけますでしょうか。 

 

異議なし。 

 

続いて、その他ですが事務局から何かありますか。 

 

毎年行われている運営協議会委員の研修会が７月末から８月上

旬にホテル千成で行われる予定です。例年これに併せまして、運

営協議会を開催したいと考えていますのでお願いします。 

また、例年１０月末に行われております、運営協議会委員の視

察研修について、実施するかお諮りしたい。なお、実施する場合

は視察の内容等についてご意見いただきたいと存じます。 

 

事務局から説明がありましたが、４市の研修会は毎年行ってい

るものですからよろしいかと思います。 

次の委員の視察研修ですが、今年も先進地の研究をしたほうが

よいかと思います。如何でしょうか。 

 

 異議なし。 
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視察の内容ですが、去年は収納率の視察をしました。皆さんか

らどのような視察がよいか、ご意見ございますか。 

 

収納率と、国保または市の行政において、国保にかからない手

段をどのような施策をしているか、先進事例を挙げていただきた

いと思います。 

 

事務局で調査してもらい、次回協議会で報告してもらうことで

よろしいでしょうか。 

 

 異議なし。 

 

ほかに何かございますか。 

 

先ほどの収納率のところで、按分率の件で応益負担と応能負担

は各々５０％が望ましいと説明がありましたが、富津市の場合は

応能率が高いというこうことですね。 

 

はい。５３．６８％と４６．３２％になります。平成２１年度

までは応益割が４５％を下回りますと、基盤安定負担金が下がっ

てしまうことでありました。 

 

国保の運営が大変なのはわかりますが、均等割は一人ひとりが

課税されるもので、赤ちゃんまで課税するわけです。国保税の負

担が大変という大きな原因だと思います。所得割を多くする必要

があるのではないかと思いますが。 

 

ある程度の率を下げてしまうと、基盤安定負担金が下がってし

まうことがあります。先ほど、ご説明した平成２７年度から高校

生以下については９割軽減していくと国が見解を示しているの

で、富津市としてもそうしてもらえればと考えています。 

 

国保に加入している人の収入が少ない。年金所得者や非雇用者

の人などが加入していて、国保ができたときと違った収入体系に

なってきている訳です。だんだん市民も負担が重いと感じていて、

収納率が悪くなってきていると思います。根本的な原因として国

からの負担金が下げられてきていることが大きな要因かと思いま

すが、それに対する対策はどうされていますか。 

 

市としても、市町村の財政状況が大変厳しいことから国負担金

の拡大について、国保制度改善強化全国大会、またはその時に併

せて国会議員に要望書を手渡しています。 

 

それに対して、どのような回答がありましたか。 
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税と社会保障の一体改革のなかで、新たに公費を２，２００億

円投入することが、要望事項の一つであったと思います。 

 

富津市は特々調の交付を受けています。その基準を皆さんに知

っていただく必要があると思います。 

千葉県で交付を受けている団体数はいくつありますか。 

 

 県内で３分の 1 と決まっています。１７市から１８市と思われ

ます。 

 

 交付を受ける条件があると思いますが。 

 

 はい。項目がありまして、医療費通知や退職者医療への切り替

えや居所不明者の調査などがありまして、点数制になっています。

高い団体が交付を受けられることになっています。 

 平成２２年度までですと、近隣４市の中では富津市のみとなっ

ています。 

 

 今までにどのくらい交付を受けていますか。 

 

 平成２年度から平成２３年度までで約１８億円の交付を受けて

います。 

 

 経営努力が認められないと交付を受けられないと聞いていま

す。 

そういう経営努力していることを納税者に対して説明していく

必要があると思います。 

 

もしも、特々調の交付を受けていなかったら、富津市の保険税

は上がるということですか。 

 

はい、そうです。 

 

 富津市は交付を受けていても、保険税が高い訳ですが、他市の

状況はどうでしょうか。 

 

 保険税が高い背景としては、富津市はかなり高齢化が進んでい

て、それに伴い医療費も増えていくことは自然の摂理でございま

す。そういった面で保険税を上げざるを得ないところです。 

富津市としても歳入確保には特々調の確保として毎年いろいろ

な事業を展開しております。 

今年では特定検診の関係で天羽の湊地区をモデル地区としまし

て講演会を行いました。今後いろいろな事業を展開しまして国保

財源になるような事業を展開したいと考えています。 
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 各市町村の保険税の高い安いもありますが、高齢者が多いとこ

ろで病院にかかる人も多いなら、医療費が高くなりますから、地

域で条件も違う訳です。一律に他市町村と比較するのは難しいと

いうことですね。 

他に何かございますか。ないようでしたら、以上で第１回富津

市国民健康保険運営協議会を終了させていただきます。 

 

 

 

（午後３時００分閉会宣言） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 上記のとおり会議の経過を記載し、事実と相違ないことと証するためにこ

こに署名する。 

 

 

 

       平成２４年５月２３日 

 

議事録署名人  


